
別紙様式

人 ・ 室

有料老人ホームの類型・表示事項

１　事業主体

〒

事業主体が東京都内で実施する介護保険制度による指定介護サービス

＜居宅サービス＞

＜地域密着型サービス＞

無

基準日

定員１～２人（親族のみ対象）

令和2年4月1日

認知症対応型共同生活介護

定期巡回・随時訪問介護・看護

なし

なし

なし

なし

1

なし

なし

福祉用具貸与

特定福祉用具販売

なし

地域密着型特定施設入居者生活介護 なし

認知症対応型通所介護

居宅療養管理指導

通所介護

通所リハビリテーション

短期入所生活介護

ロイヤルライフ奥沢 世田谷区奥沢3‐33‐13特定施設入居者生活介護

なし

なし

地域密着型通所介護 なし

なし

なし

取締役社長 氏名 伊丹　朝彰

名 称 ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ

名 称

ｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ ﾘｮｳｴｲﾗｲﾌｻｰﾋﾞｽ

株式会社菱栄ライフサービス

法 人 等 の 種 別

03-3748-4954

主な事業所の名称

訪問介護

主たる事務所の所在地

設 立 年 月 日

主 な 事 業 等

平成元年 10月 2日

介護付有料老人ホーム（一般型）の運営

代 表 者 職 氏 名

なし

なし

なし

なし

所在地介護サービスの種類

短期入所療養介護

箇所数

訪問入浴介護

有料老人ホーム重要事項説明書

6579

施設名

定員・室数

　　　　　　　　　　　ロイヤルライフ奥沢

訪問看護

訪問リハビリテーション

介護に関わる職員体制

特定施設入居者生活介護（一般型）

1.5：1以上

介 護 保 険 の 利 用

居 室 区 分

ホ ー ム ペ ー ジ

158-0083

東京都世田谷区奥沢三丁目33番13号

類 型

居 住 の 権 利 形 態

利 用 料 の 支 払 方 式

入 居 時 の 要 件

介護付（一般型）

利用権方式

選択方式

混合型（自立含む）

営利法人

電 話 番 号

ファックス番号

03-3748-2650

役職名

                          https://www.ryoeilife.jp

連 絡 先

サ 付 登 録 の 有 無

小規模多機能型居宅介護 なし

夜間対応型訪問介護

現在
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＜居宅介護予防サービス＞

＜地域密着型介護予防サービス＞

＜介護保険施設＞

２　事業所概要

〒

介護療養型医療施設 なし

03-3748-2650

平 成 2 年 10 月 1 日

平 成 2 年 10 月 12 日届 出 年 月 日

平 成 18 年 4 月 1 日

令 和 6 年 3 月 31 日

まで

なし

介護予防支援

介 護 保 険 事 業 所 番 号

名 称

東急目黒線「奥沢駅」南口から約60ｍ（徒歩約1分）

連 絡 先

氏名 和田　仁

令 和 8 年 3 月 31 日

まで

届 出 上 の 開 設 年 月 日

事 業 所 へ の ア ク セ ス

電 話 番 号

ファックス番号

介護予防
特定施設入居者生活介護

平 成 2 年 10 月 1 日

新規指定年月日（初回） 平 成 12 年 4 月 1 日

事 業 開 始 年 月 日

03-3748-4954

なし

複合型ｻｰﾋﾞｽ（看護小規模多機能型居宅介護）

新規指定年月日（初回）

指定の有効期間

158-0083

介護予防訪問看護

介護予防特定施設入居者生活介護

介護予防福祉用具貸与

介護予防特定福祉用具販売

    第1371200989 号

1 ロイヤルライフ奥沢

介護予防認知症対応型通所介護

介護予防認知症対応型共同生活介護

なし

介護予防訪問リハビリテーション

なし

なし

介護予防小規模多機能型居宅介護

東京都世田谷区奥沢三丁目33番13号

名 称
ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ ﾛｲﾔﾙﾗｲﾌ ｵｸｻﾜ

介護老人福祉施設

介護医療院

なし

なし

なし

なし

なし

介護予防訪問入浴介護

居宅介護支援 なし

なし

なし

介護予防居宅療養管理指導

介護予防通所リハビリテーション

介護予防短期入所生活介護

指定の有効期間

なし

なし

世田谷区奥沢3－33－13

なし

なし

ロイヤルライフ奥沢

所 在 地

なし介護予防短期入所療養介護

介護老人保健施設

ホ ー ム ペ ー ジ             https://www.ryoeilife.jp

管 理 者 職 氏 名 役職名 支配人

特定施設入居者生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 なし
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３　従業者に関する事項

職種別の従業者の人数及びその勤務形態

20.17

16.36

兼用 あり

併設施設との共用
食 堂

脱衣室：

事務員等を兼務

その他従業者

4

5人

23

5

時間

4事務員

機能訓練指導員

介護職員：派遣  

なし

2人

介護職員：直接雇用

1

5人

機能訓練指導員を兼務

賃貸借 抵当権

賃貸借契約の概要

催事・講演会・余暇活動に利用

なし

緊 急 呼 出 装 置

看護師を兼務

1人

あり

なし

生活相談員を兼務

生活相談員等を兼務36人 15.2

洗濯・清掃業務を兼務

配膳業務を兼務

2

看護職員：派遣

6人

21

14人

38.75

5

8.9

②　１週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数

4

3

2.4

非常勤

3

1

計画作成担当者

1.3

調理員

4

5.0

4

あり

便 所

室数

看護職員：直接雇用

スプリンクラー：

エ レ ベ ー タ ー

29人

浴 室

1.0

0人

2

機械浴：

合計
常勤

14

3

あり

1

10

浴室：便所：

介3

その他の共用施設

2

介4 1人

①　有料老人ホームの職員の人数及びその勤務形態

消 防 設 備 自動火災報知設備：

介護居室

4

居室

火災通報装置：

1

1人

2人

あり

20

14

大浴槽：

2～9

16.27

20

面積

地下 1

階 定員

6378.67

一 時 介 護 室

併設施設との共用

設置なし

令和2年9月30日

66.96

66.96

全室設置 共同便所

共同浴室

地下

敷 地
1269.26

個浴：

併設施設等

契約期間

うち有料老人ホーム分

専従 非専従 専従

あり

竣工日 平 成 2 年 10 月 25 日

うち有料老人ホーム分

構造

延床面積

面　　積

－権利形態

10

耐火建築物

介3 1人

2

あり

室数

2～9

5

あり
健康管理室・健康増進室・和室・サロン・ラウンジ・会議室
生活相談室　・屋上ガーデン

1

あり居室：

41.84

地上

地上
階　　数

建築物用途区分

42

自動更新

なし

平成2年10月1日

居 室

建物

階 定員

6378.67

なし

面積

20.17

栄養士

2

1人 1.01

5人

0.71人

建 物

権利形態

生活相談員 5

非専従

常勤換算
人数

兼務状況　等

1人

共同住宅

一部男女共用

抵当権

施設・設備等の状況

あり

あり

2

4

3.0
3

箇所

1

職種 実人数

41.84

1

25.8

管理者（施設長）
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時 　 分

生活相談員

専従

たん吸引等研修（特定）

人以上

0人

0人

看護職員

常勤 常勤換算
人数

合計
非常勤

専従専従

③－２　機能訓練指導員の資格

2

④　夜勤・宿直体制

介護支援専門員

3

たん吸引等研修（不特定）

たん吸引等研修（不特定）

看護職員

0

上記時間帯の職員配置数

なし

3

非専従

言語聴覚士

資格

人以上

介護職員初任者研修

6

非専従

職種

延べ
人数

3

配置職員数が最も少ない時間帯

2

作業療法士

専従

たん吸引等研修（特定）

16介護福祉士

非専従

非専従

非常勤

5

③－３　管理者（施設長）の資格

介護職員

非専従専従

⑤－１　介護職員の資格

専従 非専従

計画作成担当者

資格なし

常勤

③－１　介護職員の資格

介護職員

非専従

分～

資格
専従 非専従

介護福祉士

実人数

資格

実務者研修 7

理学療法士

1

非常勤

はり師又はきゅう師

兼務状況

常勤

あん摩マッサージ指圧師

看護師又は准看護師

延べ
人数

45

③－１と同じのため記入省略

機能訓練指導員

非常勤

0人

実務者研修

2

16

延べ
人数

21

0

常勤

0人

介護職員初任者研修

資格なし

介護支援専門員

専従

①と同じのため記入省略⑤　特定施設入居者生活介護の従業者の人数等

柔道整復師

0人
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人

従業者の職種別・勤続年数別人数（本事業所における勤続年数）

４　サービスの内容

提供するサービス

（ ）

居室の清掃・洗濯サービス等家事援助サービス

食事介助サービス

所在地

機能訓練指導員
職種

施設で対応でき
る医療的ケアの
内容

協力医療機関
夜間看護師の巡回、日常の健康相談、看護師指導、健康診断、
人間ドック、健康講話、他医療機関
に入院を要する場合の紹介（医療費は入居者の自己負担）

あり

相談対応サービス

③－２と同じのため記入省略

服薬管理サービス

3

⑤－３　看護職員及び介護職員１人当たり（常勤換算）の利用者数

3 1

排せつ介助サービス

あり

協力歯科医

主治医の指示に従った処置を施設の看護師が行います。

あり

３年以上５年未満

あり

あり

入浴介助サービス

あり

常勤

1

常勤

東京都世田谷区奥沢三丁目33番13号（ホームと直結）

特定医療法人社団東京明日佳　東京明日佳病院

10年以上

あり

健康管理サービス（定期的な健康診断実施）

５年以上10年未満

医療機関との連携・協力

あり

非常勤常勤非常勤

⑤－２　機能訓練指導員の資格

延べ
人数 非専従

言語聴覚士

生活相談員

3 3

4

あん摩マッサージ指圧師

1

資格
専従

5

介護職員看護職員

2

1合計

専従

非常勤

8 1

2

2

非専従

１年未満

１年以上３年未満

2 4 1

月2回訪問診療、要介護者の歯科治療、口腔衛生指導
（医療費は入居者の自己負担）

協力眼科医

介護居室は原則２時間毎の巡回。一般居室にはリズムセンサーを設置。
定期的な安否確
認の方法

東京都目黒区緑が丘一丁目11番5号（ホームから約1km／徒歩15分）

あり

協力の内容

1

2 3 2

柔道整復師

1.1

2 21 10

食事の提供サービス

名称

委託

常勤 非常勤

金銭管理サービス

所在地

協力の内容

2

常勤

計画作成担当者

3 0

仁木眼科医院

所在地

月1回訪問診療。角膜検査、眼底検査、眼圧検査等
（医療費は入居者の自己負担）

塚田歯科医院

非常勤 非常勤

常勤

はり師又はきゅう師

名称

1

2

東京都世田谷区奥沢三丁目6番6号（ホームから約420ｍ／徒歩7分）

勤続
年数

理学療法士

作業療法士

看護師又は准看護師

名称

協力の内容
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（ 年 回予定）

医療機関連携加算

認知症専門ケア加算 なし

なし

なし

夜間看護体制加算

あり(Ⅰ)ｲ

若年性認知症入居者受入加算

サービス提供体制強化加算

なし

なし

あり(Ⅰ)

身元引受人等の条件
義務等

介護保険加算サービス等

あり

あり(Ⅰ)

栄養スクリーニング加算

なし

なし

口腔衛生管理体制加算

利用期間

事業者からの契約解
除

あり

入居に当たっての留意事項

緊急の受診の備え、健康保険証をお持ちいただきます。

認知症

一般居室：自立・要支援・軽介護の方
介護居室：概ね要介護3以上の方

利用料金

その他

入居継続支援加算

生活機能向上連携加算

介護職員等特定処遇改善加算

看取り介護加算

不可

入院が長期にわたった場合でも契約は存続します。一般居室入居者が
入院により暦月1ヶ月不在の場合、当月分の管理費50％を減額します。
但し、介護居室入居の方には適用されません。
協力医療機関への入院時の付添い、入院中の定期的な訪問を致します。
入院中の医療費はご入居者負担です。

医療的ケア

1泊2日から当施設の判断により決めさせていただきます。

要介護度

退院・退所時連携加算

入居の条件

健康診断の結果、面談等を通じ総合的に判断いたします。

個別に判断

その他

あり

人員配置が手厚い介護サービスの実施

あり

短期利用特定施設入居者生活介護の算定

1泊2日　夕・朝食付　4,191円（税込）

年齢

事業者に対する債務について入居者と連携し履行の責を負っていただき
ます。詳細は前払入居契約書第39条及び月払入居契約書第36条を参照。

介護職員処遇改善加算

あり

なし個別機能訓練加算

あり

入居者の人数が少ないなどのため実施しない場合の代替措置

「緊急やむを得ない」理由がある場合、
①切迫性：ご本人または他ご入居者の生命または身体が危険にさらされる
　可能性が高い場合
②非代替性：身体拘束以外に代替する介護・接遇方法が無い場合
③一時性：一時的であること
以上の項目全てに該当した場合、身体の拘束または行動制限を行う場合が
あります。その際は、ご入居者または身元引受人に事前に身体拘束の内容、
目的、理由、期間、場所及び解除に向けた取り組みについて説明を行い
承諾を得るものとします。身体拘束その他行動制限を行う場合、その様態
及び時間、心身状況を記録すると共に評価を行いながら適宜解除していく
よう努めるものとします。ご家族の要望や監督機関から指示がある場合に
開示できるように致します。

事業者はご入居者が次の各号いずれかに該当し、且つそのことにより本契約
をこれ以上将来にわたり維持することが社会通念上著しく困難と認められた
場合に入居契約書第29条2項,3項に規定した条件のもと本契約を解除する場
合があります。
①入居申込書に虚偽の事実を記載する等、不正な手段により入居した時。
②月払利用料その他費用の支払いを正当な理由なくしばしば遅延する時。
③月払契約書第3条3項、前払契約書第3条4項の規定に違反した場合。
④契約書第20条の規定に違反した時。
⑤入居者の行動が他の入居者や従業員の生命に危害を及ぼす又はその危害の
　切迫した恐れがあり、有料老人ホームにおける介護方法や接遇方法では
　これを防止することができない時。
⑥本契約締結後「反社会的勢力の排除の確認」の確約に反する事実が判明し
　た時。

1

65歳以上（一般居室・介護居室共通）

体験入居

個別に判断

入院時の契約の取扱
い

あり

やむを得ず身体拘束
を行う場合の手続

自費によるショートステイ事業

利用者の個別的な選択によるサービス提供

運営懇談会の開催
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要介護時における居室の住み替えに関する事項

苦情対応窓口

～ （ ）

～ （ ）

～ （ ）

利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等

なし

03－3748－2650

ロイヤルライフ奥沢　生活サービス課

17:30

前払金の調整

アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組

なし

03－3272－3781

利用料金の変更

前払金の調整

一時介護室への移動

土・日・祝・年末年始除く

利用料金の変更

保険の名称：

窓口の名称２

あり

8:30

従前居室との仕様
の変更

東京都福祉サービス第三者評価の実施

前払金の調整

対応時間

対応時間

窓口の名称３

あり 結果の公表

あり

介護居室への移動

従前居室との仕様
の変更

あり
入居契約書第37条の規定により入居一時金の精算をします。
一人入居の方が住み替える場合は追加費用は発生しません。
二人入居の場合、お一人が介護居室へ住み替える際は月額家賃相当額を
一般居室入居時前払金(償却対象額)から毎月差引きます。また、介護居
室の敷金を別途お預かりします。
＊一般居室に月払方式で入居されているご入居者が介護居室へ住み替え
る場合には、締結済の一般居室入居契約を解除後、新たに介護居室の
入居契約を締結します。

長期にわたり頻繁な介護が必要となった際、一定期間様子を窺った結果、
一般居室でのご生活が困難であると医師及び当社が判断した場合、ご本人
ならびに身元引受人ご同意のもと介護居室に住み替えていただく場合が
あります。

あり
入居金、敷金、管理費は「介護居室ご入居に関する費用」に定められた
金額が適用されます。

結果の公表

17:00

9:00

従前居室との仕様
の変更

判断基準・手続

なし

東京都世田谷区玉川総合支所保健福祉課

窓口の名称１

土・日・祝・年末年始除く

あり

その他機関による第三者評価の実施

対応時間

（公社）全国有料老人ホーム協会

提携ホーム等への転居 なし

あり
光熱・水道費等として１日880円(税込)をご負担いただきます。

あり
一時介護居室には、浴室、トイレ、洗濯機置場、バルコニー、キッチン、
クローゼット等は設置されていません。

9:00

賠償責任保険の加入

電話番号

電話番号

電話番号

判断基準・手続

あり
介護居室には、浴室、洗濯機置場、バルコニー、キッチン、
クローゼット等は設置されていません。

あり

有料老人ホーム賠償責任保険（公社）全国有料老人ホーム協会

事業所ホームページ

判断基準・手続

利用料金の変更

17:30 定休日無し

03－3702－1894

一時的に介護が必要と判断される状況で一般居室での生活が困難な場合、
ご本人及び身元引受人同意のもと一時介護居室へ移っていただく場合が
ございます。
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５　入居者

歳 人

人 人

％

６　利用料金

円

円

家賃及びサービスの対価

－

13

73

2

17男女別入居者数 女性：

131

41

合計

20 9

2

入居期間

入居者数

5年以上
10年未満

男性：

6月未満
6月以上
1年未満

1

1年以上
5年未満

自宅・家族同居

介護老人福祉施設（特別養護
老人ホーム）へ転居

5

医療機関への入院

死亡

その他

管理費

入居準備費用

10年以上
15年未満

15年以上

－ 81,400107,000

単位：円

1,930万～2,400万

退去者数合計

人数 人数

 

一般居室２８０万・介護居室１４０万

その他の福祉施設・高齢者住
宅等へ転居

介護老人保健施設へ転居

86,900 管理費に含む

食費

前払方式（88歳～　）

光熱水費

月払方式

前払方式（75－79歳）

前払方式（80－83歳）

前払方式（84－87歳）

前払方式（88歳～　）

774,400～
1,154,400

81,400 86,900 管理費に含む

291,400

291,400

291,400

44,000 86,900 自己負担

－ 160,500 44,000 86,900 自己負担

－ 160,500

2,320万～2,880万 275,300 － 107,000 81,400 86,900 管理費に含む

前払方式（80－83歳） 2,710万～3,360万 275,300 － 107,000 81,400 86,900 管理費に含む

5

44,000 86,900

7

2 1

58

介護度

６５歳未満

６５歳以上７５歳未満

７５歳以上８５歳未満

８５歳以上

自立

15 2 232 8

要介護５

9

要介護３

6 6

入居継続期間別入居者数

内
訳

明
細

直近１年間に退去した者の人数と理由

3103 224

理由

金額 ※退去時に未払金及び居室の原状回復費用を精算の上、全額返還する。

前払金 月額利用料

　

7

理由

なし

介護療養型医療施設へ転居

他の有料老人ホームへ転居

家賃 生活サポート費
上乗せ介護費

単位：円＜一般居室＞

＜介護居室＞

入居者数合計：平均年齢： 89.3

要支援１年齢 要介護１ 要介護４

解約時の返還

58

支払日・支払方法

敷金 あり

4,770万～8,520万

月払方式 －
517,300～
575,300

24.2～
30.0万

107,000

291,400

48.3～
86.3万

合計

プランの名称
（内訳）

1

275,300

　

81,400 86,900 管理費に含む

前払方式（75－79歳） 3,090万～3,840万 275,300

160,500

自己負担

－ 160,500 44,000

8,180万～14,620万

6,810万～12,180万

自己負担

－

前払方式（84－87歳）

－ 160,500 44,000 86,900

86,900 自己負担

（定員に対する入居者数）入居率（一時的に不在となっている者を含む。）

5,450万～9,740万

107,000

介護度別・年齢別入居者数

要支援２ 要介護２
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朝食 円 間食 円

１日当たり 円 × 30日で積算

・一般居室においては供給先の事業者と個別にご契約いただきます。
・介護居室においては管理費に含まれます。

517円・昼食

家賃

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※介護保険サービスの自己負担額は含まない。　

【自立者】生活サポート費：月額44,000円／人
・緊急又は一時的な入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活の世話、機能訓練及び療養上
　の世話等に要する費用。
【要支援・要介護】上乗せ介護費：月額81,400円／人
・介護保険給付対象外の介護費用として、平成12年3月20日厚生労働省（老企52）が定める
　手厚い人員体制の整備・維持費用。

介護費

1,760

前日20時までにフロントにキャンセルされる旨の届け出が必要です。
前日20時以降のキャンセルについては食事料金(朝食363円,昼食517円,夕食880円)が発生しま
す。

（食事をキャンセルする場合の取扱いについて）

363

（想定居住期間の説明）

食費

光熱水費

【一般居室】160,500円（二人入居の場合　240,750円）
目的施設の維持管理費及び日常支援サービス提供のための事務管理部門の人件費及び事務
費。
【介護居室】107,000円
介護居室の管理費には水光熱費も含まれます。

管理費

【月額家賃相当額】
Ａタイプ：483,000～506,000円　 Ｂタイプ：621,000～649,000円
Ｃタイプ：647,000～677,000円 　Ｄタイプ：843,000～863,000円
Ｅタイプ：718,000円
介護居室：242,000～300,000円

（月額単価の説明）

880 110

「月額家賃相当額」×「想定居住期間」＋「想定居住期間を超えて入居契約が継続する場合
　に備えて受領する家賃相当額」により算出。
　（注）65歳～74歳は月払方式のみ適用。前払方式は適用されません。

自立で入居される方の想定居住期間は、平成22年簡易生命表（厚生労働省発表）を用いて
入居されることが予想される高齢者の男女比、入居時の年齢で加重平均を行い、厚生労働
省事務連絡（平成24年3月16日）における、「居住継続率50％」を基に設定。
要支援・要介護で入居される方については（公社）全国有料老人ホーム協会の「入居者生
活保証制度」加入者の居住継続データーを基に自立の方と同様に算出の上設定。
【一般居室】
　75～79歳／144ヶ月(12年）　80～83歳／120ヶ月(10年）
　84～87歳／　96ヶ月（8年）　88歳以上／　60ヶ月（5年）
【介護居室】
　75～79歳／　96ヶ月（8年）　80～83歳／　84ヶ月（7年）
　84～87歳／　72ヶ月（6年）　88歳以上／　60ヶ月（5年）
（注）６５～７４歳は月払方式のみのため対象外となります。
【追加入居（二人入居）について】
　三親等以内かつ65歳以上の方を対象として一定の条件を満たしている場合、１回に限り
　追加入居が認められます。
・二人同時入居の場合
　年齢の低い方の入居条件を適用の上、月額家賃の24ヶ月分を加算し償却期間も24ヶ月
　延長します。
・時期が異なる追加入居の場合
　締結済の契約は解除し返還金精算を行った後に改めて二人同時入居契約を締結します。
　追加入居者の年齢が先行入居者の入居時点よりも低く、当該金額が増える場合には
　「想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて受領する額」は差額をご負担
　　いただきます。

各
料
金
の
内
訳
・
明
細

厨房管理運営費　34,100円

前払金

円・夕食

当該目的施設の開発費、土地代、家賃、修繕費、管理事務費等費用及び当社の事業収支に鑑み
1室あたりの月額費用を算出したもの。
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前払金の取扱い

起算日：入居日の翌日

保全先：

月額利用料の取扱い

介護保険サービスの自己負担額 ※要介護度に応じて利用料の１割（もしくは2割、3割）を負担する。

あり
【一般居室】前払方式の場合、前払金（入居一時金）の15％
【介護居室】前払方式の場合、前払金（入居一時金）の25％

支払期限
支払方法

返還対象とし
ない額

位置づけ

その他留意事項 上記振替は、当施設指定の銀行にてご登録いただいた預金口座より実施します。

支払日・
支払方法

毎月末日までに翌月分の管理費（月払方式の場合は家賃も）と前月分の食費等
をご指定口座より自動振替いたします。

返還期限

その他
留意事項

・保証に登録する際に必要となる拠出金は当社が全て負担します。
・損害賠償債務に係る金銭保証（ご入居中の保証）
  入居者の責に帰さない事由(倒産等)によりホームの入居者全てが退去せざるを
　得なくなり入居契約を解除した場合、損害賠償額として予め定めている保証金
  額(お1人あたり500万円）をお支払いします。
・前払金返還債務に係る保証（入居契約が終了後の保証）
　任意退去や死亡退去による入居契約終了後6ヶ月が経過するまでに倒産等に
　より、ホームの入居者全てが退去せざるを得ず入居契約を解除した場合、
　予め定めた500万円を限度に、入居契約に基づいて前払金に関して事業者が
　返還すべき金額で未返還の金額をお支払いします。

保全措置 あり

短期解約（死
亡退去含む）
の返還金の算
定方式

入居後3ヶ月が経過するまでの間に契約解除または死亡により契約が終了した
場合、入居日から契約終了日までの利用額を差し引き無利息で返金します。
目的施設の１日あたりの利用料は月額家賃を30日で除した額です。
非返還部分は上記にかかわらず全額を無利息で返還します。
（一般居室）1日あたりの利用料＝前払金×85％÷償却期間（月）÷30日
（介護居室）1日あたりの利用料＝前払金×75％÷償却期間（月）÷30日

（公社）全国有料老人ホーム協会（入居者生活保証制度）

日以内90

期間：3か月

想定居住期間内に退去した場合、想定居住期間を超えて入居継続した
入居者の家賃等に充当

契約終了日から

【前払方式】
　（一般居室）
　　前払金×85％÷償却期間の日数×契約終了日から償却期間満了までの日数
　（介護居室）
　　前払金×75％÷償却期間の日数×契約終了日から償却期間満了までの日数
【月払方式】
　　退去日から月末までの家賃相当額

契約終了時の
返還金の算定
方式

　前払方式の場合：入居日の翌日　月払方式の場合：入居日償却開始日

【前払方式】
　　前払金（入居一時金）の10％を契約締結日までに、残金90％及び敷金を
　　入居日までにご入金いただきます。
【月払方式】
　　敷金及び入居月の家賃相当額を契約日までにご入金いただきます。
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料金改定の手続

【料金プランの一例】

単位：円

７　入居希望者等への事前の情報開示

添付書類： 介護サービス等の一覧表

東京都有料老人ホーム設置運営指導指針との適合表

説明年月日

年 月 日

説明者職・氏名

年 月 日 職

署名 印 印氏名

※利用者の個別的な選択による生活支援サービス利用料及び介護保険サービスの自己負担額は含まない。

前払金 月額利用料敷金入居準備費用

0

Ａ500号室／80～83歳　一人入居(前払方式）

入居契約書の雛形

管 理 規 程

プランの名称

利用者の個別的な選択による生活支援サービス利用料

重要事項説明書及び一覧表・適合表の各項目に
ついて説明を受け、理解しました。

2,800,000

入居希望者に交付

入居希望者に交付

入居希望者に公開

入居希望者に公開

入居希望者に公開

そ の 他 開 示 情 報事 業 収 支 計 画 書 介護サービス等の一覧表

一部有料（サービスごとの料金は一覧表のとおり）

費用の改定にあたっては、目的施設が所在する地域の自治体が発表する消費者物価指数及び人件費
等を勘案し、運営懇談会に諮り改定することとする。

財 務 諸 表 の 要 旨

財 務 諸 表 の 原 本

68,100,000 291,400
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2019年10月1日改訂

軽度 重度

（１）介護サービス

・心身の状態に変化があり、観察や安否確認が必要な場合に巡回を行います。
・常時、頻回に見回りが必要な場合は、介護居室をご利用いただきます。

　・昼間　  9:00～17:30 ・本人の状態の必要に応じ、見回りと居室訪問（3～4回程度）

　・夜間　17:30～　9:00 ・3時間毎の見回りと居室訪問

　・食事変更・欠食手続き
・ご自分で食事変更および欠食の手続きができない場合は、ご本人の希望を伺いながら手続きをいたします。
・欠食の場合は、前日20時までにご連絡をお願いします。それ以後の変更はできません。

－ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　・食堂までの移動介助
・一時的に歩行が不安定または困難な場合は､見守りや一部介助をいたします。
・車椅子での送迎が常時必要な場合は、ケアセンターデイルームをご利用いただきます。

－ ○ － ○ ○ ○ －

・10F食堂では、ウエイトレスが配下膳いたします。
・発熱などによる体調不良時あるいは歩行困難等で、一時的に10F食堂をご利用できない場合には、居室まで配下膳いたします。
・一時的な居室配下膳の必要性の程度については、看護師が確認をいたします。

－ ○ － ○ ○ ○ －

・ケアセンターデイルームをご利用される場合は、デイルームにおいて配下膳いたします。 － － ○ ○ － ○ ○

　・食事見守り
・一時的に食事の見守りが必要な場合は、状態に応じ随時行います。
・常時、食事の見守りが必要な場合は、ケアセンターデイルームをご利用いただきます。

－ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　・食事介助
・一時的に、食事介助が必要な場合は、状態に応じ随時行います。
・常時、食事介助が必要な場合は、ケアセンターデイルームをご利用いただきます。

－ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　・水分補給
・発熱時などには、水分補給のための水やお茶などを準備いたします。
・主治医より指示がある場合は、訪室時に水分摂取を勧め、摂取量の確認を行います。
・必要時や訪室時などを利用し、おやつの声かけや準備もいたします。

－ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　・食事の形態、対応食、
　　特別食（治療食）

・咀嚼機能や嚥下機能が低下した場合は、必要に応じ随時軟菜食・刻み食・ミキサー食・ソフト食など、食べやすい形態に変更します。
・風邪や発熱時など一時的な体調不良時には、一時対応食をお出しします。
・治療上食事内容に制限が必要な場合は、主治医等の指示にあわせて提供いたします。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　・トイレ誘導 ・一時的に、心身機能の障害によりトイレ誘導が必要な場合は、状態の必要に応じ随時誘導いたします。 － ○ ○ ○ ○ ○ ○

　・排泄（動作）介助
・一時的に、心身機能の障害により排泄時の身体動作や後始末ができない場合は、排泄の都度援助いたします。
・疾病などにより看護師が必要と判断した場合、排尿状況の確認を行います。

－ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　・ポータブルトイレの使用
・歩行が困難あるいは不安定な場合、排泄機能上の障害などによりポータブルトイレを一時的に使用する場合、貸し出しをいたします。
・ポータブルトイレの汚物処理・洗浄は、訪室の都度行います。また、消毒を月2回行います。
・常時使用される場合は、ご購入いただきます。

－ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　・紙おむつ等の使用
・紙パンツやパッドなどを一時的に使用の際は、必要に応じ随時交換の援助または交換を行います。
・紙パンツなどの排泄用品は、ご本人の排泄状況にあった用品を選定し、できるだけ排泄行為が自立できるように援助いたしま
　す。やむを得ない状況の場合には、おむつを使用します。

－ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　・大浴室
・原則、大浴室での見守りや介助は行いません。緊急時は、備えつけの緊急コールを押してください。
・心身の機能低下により、見守りや一部介助が必要な場合は、居室浴槽あるいはケアセンターリフト浴をご利用いただきます。

○ ○ － － ○ － －

　・居室浴槽
・居室の浴槽を使用して入浴する場合で、ご自分で準備や後始末などができないなど、ちょっとしたお手伝いで安全に入浴でき
  ると判断された場合は、週2回お手伝いいたします。入浴時に必要な消耗品は、ご本人の物を使用いたします。
・常時見守りおよび介助が必要な場合は、リフト浴あるいは機械浴をご利用いただきます。

－ ○ － ○ ○ ○ －

一時的に一時介護室または介護居室を利用される場合
光熱・水道費等：880円/日並びに介護に要する日用品等の消耗品の実
費をご負担いただきます。

好み等による主菜変更
手数料と素材量の差額をいただきます

体調不良時以外の居室配下膳：１回330円

　・食事の配膳下膳

希望の飲み物を注文された場合は、実費をいただきます。

場合によっては、別途料金をいただく場合があります。

おむつ代などは実費

その都度徴収するサービス

介護付有料老人ホーム
ロイヤルライフ奥沢

介護保険給付、一時金、月額利用料に含むサービス

○○ ○

ホームで
介護が必
要と判断
した方

   *介護サービス等の基準を超える有料サービスは、状況により提供できない場合がありますので、事前にご相談ください。

介護保険要介護認定

自立 要支援
要介護
Ⅰ～Ⅲ一時介護

（１）一般居室における介護サービス等の一覧表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　介　護　サ　ー　ビ　ス　等　の　一　覧　表

認定外

要介護
Ⅳ～Ⅴ

サ ー ビ ス 内 容

巡
回

排
泄
の
介
助

○

入
浴

○

食
事
の
介
助

－ ○



　・リフト浴
・入浴時、見守りや一部介助が必要な場合、介助により移乗動作・坐位保持などができる方は、ケアセンターリフト浴を利用して、
　週2回の入浴援助を行います。
・入浴時に必要な消耗品は、原則備え付けの物を使用いたします。

－ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 左記を超える場合：2,200円/回

　・機械浴
・移乗動作・坐位保持などができない方は、ケアセンター機械浴を利用して、週2回入浴の援助を行います。
・入浴時に必要な消耗品は、原則備え付けの物を使用します。

－ － ○ ○ ○ ○ ○ 左記を超える場合：2,200円/回

　・入浴ができない場合 ・主治医や看護師の指示などにより入浴ができない場合は、週2回の清拭（全身または状態により部分的に）を行います。 － ○ ○ ○ ○ ○ ○

　・体位交換
・一時的に、身体機能上の障害があり、寝返りができない・起き上がれない場合、希望時に緊急コールにてお知らせください。
・コールしていただけない方の場合は、訪室の都度行います。

－ － ○ ○ ○ ○ ○

　・居室からの移動
・歩行が不安定または困難な場合は､見守りや一部介助をいたします。
・車椅子への移乗動作またご自分で操作できない場合は、介助いたします。

－ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　・衣類の着脱
・必要に応じ、着替え（下着および衣類）の準備を行います。
・ご自分で衣類の着脱動作ができない場合は、起床・就寝時と入浴時などに介助をいたします。

－ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　・身だしなみ介助
・心身の変化などにより、身だしなみが整えられていない場合は、その都度お声かけをし、必要時お手伝いいたします。
・ご自分で日常生活での身だしなみが整えられない場合は、起床・就寝時や外出時など、必要に応じ、洗顔・顔清拭・整髪・
　電気かみそりによる髭剃りなどの介助をいたします。

－ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　・歯磨/うがい ・ご自分で歯磨きができず、口腔内の清潔が保てない場合は、毎食後歯磨きやうがいの援助をいたします。 － ○ ○ ○ ○ ○ ○

　・義歯洗浄および管理
・ご自分で義歯洗浄や管理ができない場合は、就寝前に洗浄し管理をいたします。
・義歯洗浄剤は、ご本人所有のものを利用します。

－ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　・爪切り
・ご自分で手足の爪きりができない場合、爪きりの援助をいたします。
・巻爪や爪白癬等の爪きりについては看護師が行いますが、困難な場合は皮膚科受診をお願いします。

－ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　・東京明日佳病院 ・お一人で協力病院（東京明日佳病院）に受診できない場合は、受診送迎や受診時の付き添いをいたします。 － ○ ○ ○ ○ ○ ○

　・その他の病院 ・その他の医療機関に付き添いを希望される場合は、有料サービスとなります・ － ○ ○ ○ ○ ○ ○

・1F理容・美容室（定期的にホームに来館）のご利用が、お一人でできない場合は送迎などをいたします。 － ○ ○ ○ ○ ○ ○

　・ホームの行事やイベント ・ご自分で外出の準備や移動ができない場合は、準備のお手伝いや付き添いをいたします。 － ○ ○ ○ ○ ○ ○

　・散歩
・ご自分で外出ができない場合や移動ができない場合、ホーム周辺の散歩を週2回（買い物付き添いと合わせた回数）程度いたし
　ます。1回の散歩は30分程度となります。

－ － － ○ ○ ○ ○

　・買物付き添い
・ご自分で外出ができなく買い物がお一人でできない場合、週2回程度周辺の商店街での買い物付き添いをいたします。
・1回30分程度とし、散歩付き添いとあわせての回数になります。

－ － － ○ ○ ○ ○

　・機能回復訓練
・身体の機能障害があり、主治医より機能回復訓練が必要と判断された場合は、看護師が障害の進行防止や回復を目的にアドバイ
　スや訓練を行います。
・専門的な機能回復訓練が必要と判断される場合は、受診をしていただきます。

－ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　・日常生活動作を通しての
機能訓練

・日常生活動作の中で、その方の身体状況に応じた（残存機能を活かした）援助を行い、日常生活動作を通して、自力でできる
　部分の維持と回復を働きかけます。

－ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・その方の認知症の症状や生活状況に合わせてケアプランを作成し、ケアの提供をいたします。 － ○ ○ ○ ○ ○ ○

　・緊急コール
・緊急コールは、室内（居室壁・洗面脱衣室・浴室・トイレ）・廊下などに設置されています。
・緊急コールは、24時間体制でスタッフが対応いたします。フロントコールも同様に対応いたします。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　・生活リズムセンサー
・居室トイレ前の廊下天井に設置されており、10時間以上生活動作がない場合に異常を知らせます。
・24時間体制で、スタッフが対応いたします。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　・水漏れセンサー
・居室内のトイレ、ミニキッチン下、洗面所下にセンサーが設置されており、水がふれると知らせます。
・24時間体制で、スタッフが対応いたします。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　・各フロアｰ廊下モニター
・1階から屋上共用部にモニターが設置され、ケアステーション及びフロントにて映像を確認します。
・24時間体制で、スタッフが対応いたします。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

通
院
介
助

○○

左記時間帯以外で、本人が希望する場合　1,100円/30分 15分増すごと
に550円

左記所要時間を越える場合（交通費別途）
ケアスタッフ付き添い1,100円/30分
看護師付き添い1,650円/30分

・近隣医療機関（ホームより500ｍ程度）の受診が必要な場合は、付き添いをいたします。（月2回程度）
　1回30分程度とします。

機
能
訓
練
等

外
出
介
助

認知症関連介助

理容・美容室利用

　
入
浴
の
介
助

　・近隣医療機関 － － ○ ○ －

左記を超える場合1,100円/回（30分程度）以降15分増すごとに550円

左記を超える場合1,100円/回（30分程度）以降15分増すごとに550円

身
辺
介
助
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び
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潔
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　・整理整頓/収納 ・日常生活の援助の中で、その都度簡単な整理のお手伝いをいたします。 － ○ ○ ○ ○ ○ ○

　・水廻り点検/清掃 ・キッチン・洗面所・浴室・トイレの水廻りの清掃を、月2回実施いたします。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　・居室清掃
・心身の機能低下により、ご自分で一般居室内の清掃ができない場合は、月2回清掃を行います。
・1回の清掃は15分程度を目安にしており、内容は床の吸塵・ベッド周辺の片付け・家具などの乾拭き・ゴミ回収などです。

－ － － － ○ ○ ○

　・洗濯
・ご自分で洗濯ができない場合は、家庭用洗濯機で洗える内容の衣類を、週2回洗濯いたします。
・アイロンがけは含まれておりません。
・クリーニングやアイロンがけが必要な衣類は、専門業者にお願いします。依頼援助をいたします。

－ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　・リネン交換
・ご自分でリネン交換ができない場合は、月にリネン交換1回、シーツ交換1回を援助いたします。
・汚染時は、随時交換を援助いたします。

－ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　・ゴミ処理 ・ご自分でゴミ処理・ゴミ捨てができない場合は、援助いたします。 － ○ ○ ○ ○ ○ ○

　・布団干し
・必要時、布団乾燥機の貸し出しをいたします。フロントにお申し出ください。
　ご自分でできない場合、必要に応じてお手伝いいたします。

貸し出し
のみ

○ ○ ○ ○ ○ ○

　・衣替え
・ご自分で衣替えができない場合は、日常生活の援助や居室清掃の際を利用してお手伝いします。
・きちんと時間をさいてお手伝いを希望される場合は、有料サービスとなります。

－ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　・繕い物など ・簡単なボタンつけやゴム換え・ほつれなどの繕い物がご自分でできない場合は、お手伝いいたします。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

福
祉
機
器

貸
し
出
し

・福祉用具､機器貸し出し
・一時的に、自助具・ポータブルトイレ・車椅子・モーター付きベッド等が必要になった場合、貸し出しをいたします。
　常時使用される場合は、ご購入いただきます。

－ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　・メールボックス管理
・メールボックスまでの移動がお一人でできない場合は、援助いたします。
・ご自分でメールボックスまでの移動ができない場合は、毎日一般居室まで郵便物等をお届けします。
・郵便物等の管理ができない場合は、事情に応じご家族等に転送いたします。

－ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　・代筆/代読 ・機能障害のためご自分で記入したり読んだりできない場合は、日常生活での簡単な代筆や代読の援助をいたします。 － ○ ○ ○ ○ ○ ○

　・買物代行 ・ご自分で外出や移動が困難なため買物ができない場合は、週2回指定日での買物を代行いたします。 － － － ○ ○ ○ ○

　・役所等手続き
・ご自分での外出や移動が困難なため役所の手続きができない場合は、随時代行いたします。
　（所要時間30分を目安としております）

－ － － ○ ○ ○ ○ 左記以外：30分990円　＋手続きに必要な実費

　・館内でのイベント・行事 ・ホーム主催の各種イベントやアクティビティーへの参加の援助を行います。 － ○ ○ ○ ○ ○ ○

　・デイルームプログラム ・ケアセンターデイルームをご利用の方に、毎日違ったプログラムを日常生活の中で提供いたします。 － － ○ ○ ○ ○ ○

・フィットネスインストラクターによる、個人健康増進プログラムと個人指導が受けられます。
・ご自分で移動できない場合は、健康増進ゾーンまでの送迎をいたします。
・主治医による運動制限など指示がある場合は、看護師より説明しその範囲内に限ります。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1回15分495円

左記以外：15分495円

1回30分以内1,100円（左記を超える場合：15分550円）

(２)生活サービス

495円/回（15分）以降15分増すごとに495円

希望による追加清掃は：1回 495円/人（15分以内）以降15分増すごとに
495円/人。

洗剤代として、月額660円（但し、月間の洗濯回数が12回までの場合は、
1回55円）
ホームの介護サービスを受けられていない方は1回1,650円（6kg以内）

追加交換の場合：1回15分495円

ア
ク
テ
ィ

ビ
テ
ィ

家
事
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助

代
　
　
行

フィットネス



・人間ドック ・協力医療機関（東京明日佳病院）にて、年1回（6月）人間ドックを実施します。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・健康診断 ・協力医療機関（東京明日佳病院）にて、年1回（12月）健康診断を実施します。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・看護師が随時健康および生活相談に応じます。（9:00～17:30） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・ご自分でできない方の軟膏の塗布や湿布の貼付・目薬・擦過傷の手当てなど、主治医等の指示により介助および処置をいたし
  ます。
・主治医の指示に従い、日常的な健康管理のアドバイスや希望時（あるいは必要時）血圧や脈拍等の測定をいたします。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・ご自分で服薬の管理ができない方の場合、服薬の管理をいたします。
・ご自分で服薬の服用ができない方の服薬状況を確認し、服薬援助やアドバイスなどを行います。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・緊急時には、東京明日佳病院医師の往診あるいは救急受診の手配および診療援助をいたします。（往診の判断は医師になります。）
・救急車で東京明日佳病院以外の病院を受診される場合は、原則ご家族が到着されるまでスタッフが付き添い、ご家族と病院にて交代
　いたします。救急時、東京明日佳病院以外の病院受診を希望される方は、事前に看護師に連絡してください。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・眼科医師が月1回健康相談室にて往診されます。（予約が必要） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・歯科受診は、原則通院になりますが状況に応じ往診も受けられます。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・協力病院（東京明日佳病院）へ入院の場合は、入退院の手続きを援助あるいは代行いたします。
・入退院時、付き添いをいたします。
・入院に必要な物品の準備や確認をお手伝いし、お届けいたします。
・退院後も必要となる継続的な処置や服薬内容・日常生活上の注意事項などについて、ご本人やご家族の了解を得た上で、
　看護師が主治医や病院看護師に内容を確認いたします。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・協力病院（東京明日佳病院）へ入院の場合は、毎日様子を伺いに参ります。
・伺う際には、メールボックス内の郵便物や洗った洗濯物をお届けし、汚れた洗濯物を持ち帰ります。
・必要に応じ、入院中のご様子をご家族に連絡いたします。
・入院中の居室の管理や植木の水やりなどをいたします。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・近隣医療機関（ホームより500ｍ程度）に入院される場合も、送迎および入院手続きの援助をいたします。
・病室への「様子伺い」については、週2回伺います。
・状況に応じ、退院後も必要となる継続的な処置や服薬内容、日常生活上の注意事項などについて、ご本人やご家族の了解を
　得た上で、看護師が主治医や病院看護師に内容を確認いたします。
・入院中、居室の管理やメールボックスの管理などをいたします。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・必要に応じ、入院に必要な物品の準備や確認をお手伝いいたします。
・状況に応じ、退院後も必要となる継続的な処置や服薬内容・日常生活上の注意事項などについて、ご本人やご家族の了解を
　得た上で、看護師が主治医や病院看護師に内容を確認いたします。
・入院中の居室の管理やメールボックスの管理などをいたします。
・病院への付き添いは、有料となります。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（金額は総額表示）

医療機関の受診は、保険診療となります。

医療機関の受診は、保険診療となります。

基本検査項目以外は自己負担となります。

基本検査項目以外は自己負担となります。

入退院時のサービス

入院中のサービス

医療機関の受診は、保険診療となります。

健康相談・生活相談

医療機関受診および入院の費用は、医療保険制度で支給される以外
の費用は自己負担となります

左記を越えて希望する場合（交通費別途）：
ケアスタッフ付き添い、見舞い1,100円/30分
看護師付き添い1,650円/30分

協力病院以外の医療機関
への入退院について

（３）健康サービス

（４）入退院、入院中のサービス

服薬管理/確認

緊急時往診/受診

眼科往診

歯科往診

定
期
健
診

各種処置など

近隣医療機関への入院
について




